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健康診断をお得に 受診しませんか？
協会けんぽでは年度に一度、対象の加入者の方に健康診断の   費用補助を行っております。協会けんぽの健診は以下の2つ！

受診券は令和6年4月上旬以降に被保険者様の住所地へ順次送付予定です。
特定健診の詳しい内容・健診機関につきましては、受診券に同封したパンフレットをご確認ください。

事業主の方へのお願い

健診機関へ連絡し、受診日を予約

健診機関に直接お申し込みください。
※予約の際に「協会けんぽの生活習慣病予防健
診」とお伝えいただくとスムーズです。

生活習慣病予防健診の詳しい内容・受診可能な健診機関等については、令和6年3月下旬に事業所様宛にお送りしましたご案内をご確認ください。

　協会けんぽ宮城支部では、契約健診機関の少ない地区で健診バス
（検診車）による集合健診を実施しています。詳しい日程等は、令和6
年3月下旬に事業所様宛にお送りしましたご案内をご確認ください。

気仙沼地区、南三陸地区、石巻地区、東松島地区、栗原地区、登米地区、大崎地区、黒川地区、
柴田地区、角田地区、亘理地区、伊具地区、白石地区
※開催予定地区は変更される可能性があります。事前に当協会ホームページをご確認ください。

開催予定
地区

特定健康診査受診券（セット券）の配付にご協力ください

集合バス健診
健診機関の少ない地域では

受診までは 2ステップ
簡単!!

生活習慣病予防健診・特定健診のお問い合わせ先
全国健康保険協会 宮城支部 保健グループ　TEL：022-714-6854（直通） 検索協会けんぽ　宮城

協会けんぽ
補助額
13,583円

自己負担額 5,282円
（健診費用総額 18,865円）

予約日に健診の受診

❶協会からの費用補助が
受けられる！

総額約19,000円の健診に協会から補助
が適用され、自己負担5,282円
で受診することができます。

❷６年度から付加健診の
対象を拡大します！

付加健診とは、節目の年齢に一般
健診に追加して自己負担２，６８９円
で受診できる、より詳細な健診で
す。現行の40歳、５０歳に加えて、対
象年齢を拡大します。

❶協会からの費用補
助が受けられる！

協会から7,150円の補助
が受けられ、お得に受診でき
ます。健診機関によっては、無
料で受診できるところもあり
ます。

❷特定健診＋がん検診の
プランもご用意

別途自己負担により、生活習慣病予防健診と
同様の検査項目となる「特定健診プラス」や
「特定健診プラス・レディース」を受診してい
ただくことも可能です。詳しくは、受診券に同
封されているパンフレットをご確認ください。

健診当日は
●健診機関から届いた問診票
●保険証
の2点を忘れずにお持ちください。

特定健診を受診する際は
「特定健康診査受診券(セット券）」が必要です。

現行：40歳、50歳

生活習慣病予防健診
〈お得で検査内容の充実した〉

1
対象者

35歳～74歳の
被保険者 特定健診

〈受け方いろいろあります！〉
2

対象者

40歳～74歳の
被扶養者

事業主 健診実施機関

健診機関に 予約 予約した日に 受診

被保険者

令和６年４月から
40歳、45歳、 50歳、55歳、
60歳、65歳、70歳

被保険者：生活習慣病予防健診　被扶養者：特定健診

被保険者様と被扶養者様の住所が異なる場合などには事業所様へ受診券が送付される場合が
ございます。事業所様から被保険者の方を通じて被扶養者の方へ配付いただきますようご協
力をお願いいたします。

約13,500円も
補助が出るのね！！

　　協会けんぽ からのお知らせ　　協会けんぽ からのお知らせ
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第134話

仕事中以外
（業務外）での傷病

仕事中（業務上）、通勤途中の原因による病気やケガの場合、原則、労災保険給付の対象となり、健康保険の給付対象外
となります。労災保険に該当するか判断できない場合、労働基準監督署にご相談ください。
〈傷病手当金を申請する際の注意点〉
傷病手当金支給申請書２ページ目の「負傷の原因」について
「２．仕事中（業務外）での傷病」「３．通勤途中での傷病」を選択した場合、原則、労災保険の対象となりますので、傷
病手当金の対象外です。確認のうえご申請ください。

協会けんぽからのお知らせ

手引き_HP用

申請期間
（療養のために休んだ期間）

被保険者の仕事の内容
（退職後の申請の場合は、退職前の仕事の内容）

申
請
内
容
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２
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４

５

６

傷病名

発病・負傷年月日

傷病の原因
－１５

労働災害、通勤災害の認定を受けていますか。

傷病の原因は第三者の行為（交通事故や
ケンカ等）によるものですか。

－２５
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1.平成

2.令和

1. 仕事中以外（業務外）での傷病
2. 仕事中（業務上）での傷病
3. 通勤途中での傷病

1. はい
2. 請求中（ 労働基準監督署）
3. 未請求

「1. はい」の場合、別途「第三者行為による傷病届」をご提出ください。
1. はい

2. いいえ

療養担当者記入欄（4ページ）に記入されている傷病による申請である場合は、左記に　 を入れてください。
別傷病による申請を行う場合は、別途その傷病に対する療養担当者の証明を受けてください。

年 月 日

年 月 日 から

まで

令和

年 月 日令和

　－２へ５


